
交野市のPR
―　まず、交野市の特徴やPRを教えていただけますか。

交野市は、南北6.8㎞、東西5.4㎞のコンパクトなま
ちで、京都・大阪・奈良のちょうど中間あたりに位置

しています。交通網も充実して
おり、毎日の通勤・通学のみな
らず、行楽などの起点としても
便利です。
市域の約半分が山地で、里山

や農地に囲まれた自然の豊かな
ところです。主な水道水源は地
下水で、最新の浄水設備で美味
しい水に仕上げ、市内全域に供

給しています。地下水100%で作っている交野の水「星
のしずく、きらり☆」が2019年度モンドセレクション
で最高金賞を受賞しました。
歴史も非常に古いまちで、万葉の歌にも登場します。

まちなかには東高野街道という京の都から高野山まで
の街道が走っており、平安時代には公家の人たちがこ
のあたりで狩りをしていて、「交野が原」というような
呼び方をされていた時代もあったようです。

市長選への立候補
―　黒田市長が市長選に立候補された動機について教

えていただけますか。

私は平成15年から市会議員を務めていました。3期
目の任期途中に市長選に挑戦いたしましたが、大きな
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背景としては、他の自治体も抱えるような、少子化、高
齢化、人口減少の問題や、公共施設の老朽化、財政の
困窮にあります。無投票選挙も予想された中で、この
まま議論もされずにこれからのまちづくりが進んでよ
いのか、といった思いがあったことから、市長選挙に
立候補しました。

市政への取組
―　交野市が抱えている課題と、今後、特にこれは取り

組みたいと考えておられることや、市長の描かれる
政策について、教えていただけますか。

市が掲げる課題の解決とまちの魅力を高める重点的
な取組のため、5つの政策の柱とそれを着実に進めて
いくための行財政運営を「市長戦略」として掲げてい
ます。
政策の柱の 1つ目は、「子どもが元気に成長する環境

づくり」です。これは、少子化対策、子育て支援、教
育の充実ということです。交野市独自で保育料の無償
化と副食費の免除対象者の拡大を実施しています。ま
た、小学校全学年で35人以下の少人数学級クラスを導
入し、きめ細かな授業と、子どもたちをしっかり見守
る体制をとっています。
2つ目は、「支え合う健康・福祉のまちづくり」です。

高齢化も進んでおり、2025年には団塊の世代がいよい
よ75歳に到達します。そこからが本当の意味での高齢
化社会のピークになってきますが、健康でいることが
大事ですので、健康への取組を重要視しています。
3つ目は、「みんなで安全・安心なまちづくり」です。

昨年、大阪は北部地震、台風21号等で被災しており、今
年も各地で自然災害が発生しています。これからの自
然災害対策、そして防犯等々も含めて、安全安心に住
めるまちでなくてはなりません。
4つ目は、「地域の活力と雇用を生む基盤づくり」で

す。交野市は、平成29年、30年と続けて転入が転出を
上回っている「転入超過」の状況です。「転入超過」は
全国で 3割のみです。人口が流出せず、若い世代がし
っかりと根づくまちにしていかなくてはなりません。現
在、星田駅から第二京阪道路にかけての広大な46ヘク
タールの土地で土地区画整理事業を進めており、将来
的には、2,000人～3,000人規模のまちができることを

期待して、まち開きに向けたインフラ事業を進めてい
ます。
5つ目は、「未来へつなぐ環境づくり」です。先人た

ちが築き上げてきた歴史・文化・自然を次世代に引き
継ぎ、持続可能なまちを創造していけるよう、土地利
用やまちづくりに関しての指針である「都市計画マス
タープラン」等の行政計画において、しっかりと市の
考えを示していきたいと考えています。

弁護士を必要とする場面
―　これまでの市議会議員あるいは市長としてのご経

験から、弁護士を必要とする分野としてどのような
ものがありますか。

私が市長に就任した平成26年当時、前市長時代から
引き継いでいた訴訟がありました。訴訟の概要は、お
子さんが病気か障害をお持ちの方が、何らかの支援は
ないかという相談のため福祉の窓口に来られたときに、
市の職員が「市にはそういう制度はないです」といっ
た回答をし、大阪府には支援制度があるといったアド
バイスをしなかったことについて責任を問われたもの
です。地裁では市が勝訴したのですが、高裁では敗訴
しました（大阪高裁平成26年11月27日判決・判時2247
号32頁）。最高裁に上告するかどうか議論になったので
すが、これ以上不毛な争いを続けても何の意味もない
し、大阪府の制度について説明すべきであったという
高裁の判断・指摘はもっともなことであると強く感じ
ましたので、最終的には私の政治的判断で、上告を断
念しました。
そして、相手方の弁護士を通じてご本人への謝罪の

場を設けていただき、謝罪をいたしました。その席上
で、ご本人からは、「もう、このようなことはなくして
欲しい」と言われたことが強く印象に残っておりまし
て、このことが任期付職員を採用する大きなきっかけ
になりました。
住民福祉の増進は地方自治の本旨です。市民との接点

はどの部署にもあり、その対応の仕方として、まずはき
ちんと人の話を聞く、何を言いに来ているのかをしっか
り受けとめる、ということが職員の大前提です。それが
できなければ、結果としてどのような不幸な事態に陥る
のかということも理解していなければなりません。仕事
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をやりながらきちんとリスク管理も含めて身につけてい
かなければいけないと思って、弁護士を任期付職員とし
て採用したいと考えるようになりました。

任期付職員の採用
―　交野市では、平成29年に村手香織弁護士を任期付

職員として採用されています。任期付職員として弁
護士を採用された経緯や採用に際しての苦労などに
ついて教えていただけますか。

市政の政策実現及び課題解決のためには、法的なア
プローチが必要不可欠となります。そのため、職員の
法務能力向上が急務となっており、職員向けの研修や
日常業務で起こる様々な課題を任期付職員の弁護士と
協力しながら解決し、その経験の中から職員の法的思
考能力を高め、自ら法的問題点を発見し、解決する職
員を育成することが求められております。
その他、リスク管理等の内部統制の取組や、行政不服
審査などの対応における専門知識や経験などが求められ
る中で、任期付職員の採用を行う運びとなりました。
先ほど申し上げた私自身の経験があって、職員の法
務能力向上のためには、単なる研修やワンポイントで
のアドバイス程度では駄目で、日常の業務の中で起こ
る様々な事象を一緒に考えて法務能力を向上させるた
めには常勤の任期付職員弁護士が必要という思いが強
かったです。
採用にあたり、弁護士の募集方法が分からなかった
り、募集をしても応募がなかったりしたことから、大
阪弁護士会に協力を依頼し、弁護士会館で説明会も開
催していただきました。
採用に際しては、本
市としては任期付職員
として弁護士を採用す
ることが初めてであっ
たこともあり、本市に
とってどのような経験
を持っておられる弁護
士がよいのかなどを検
討して、慎重に見極め
て決定したところです。

―　任期付職員の職務の内容や、採用して良かったと思
われる点について、教えていただけますか。

行政不服審査に係る審理員や、法や判例、地方自治
における法的問題点等の解説、クレーマー研修やセク
ハラ研修などの職員研修の実施といったことがありま
す。また、個別には、各部署の職員の法律相談も行っ
ていただいていますし、リスク管理等の内部統制制度
の構築にも取り組んでいただいています。案件が訴訟
ということになりますと、それについて対応いただき
ますが、顧問弁護士もおりますので、比較的軽微な場
合だと任期付職員の弁護士に対応いただき、大きな案
件に関しては顧問弁護士とタッグを組んで法的に対応
しているという状況です。
採用して良かった点は、これまで以上に職員が自ら

課題を見つけ、解決方法を探して、業務に取り組むよ
うになったことがあります。任期付職員の弁護士には、
しっかりと冷静な判断で、時には住民の視点も持って、
指摘いただいております。
任期付ですから任期はありますが、市の組織もまだ

まだいろいろな課題を抱えておりますので、継続して
いかなければなりませんし、継続することによって、自
治体職員のレベルアップにつながると思っています。ま
た、自治体内の様々な事象に対しての法的な対応につ
いて実地で経験を積んでいただく弁護士が多くなれば、
自治体と弁護士との連携もさらに充実してくると思い
ます。
―　採用した弁護士と外部の弁護士との役割の違いに

ついて、どのようにお考えでしょうか。
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任期付弁護士を採用
する前までは、軽易な
案件についても顧問弁
護士へ相談していまし
たが、軽易な相談につ
いては、任期付弁護士
に相談し、問題解決を
スムーズに行うことが
できるようになり、訴
訟案件及び訴訟に発展
する可能性がある重大
な案件については、任
期付弁護士とともに顧
問弁護士への相談をすることにしています。
任期付弁護士の任用に係る費用対効果を考慮し、軽

易な訴訟・調停案件については、指定代理人として任
期付弁護士を活用することもあり、今後も活用してい
きたいです。
―　交野市では、任期付職員として弁護士を採用したこ

と以外に、どのような場面で弁護士を活用されてお
られるのでしょうか。

顧問弁護士、各種審議会等の委員、市民法律相談、研
修の講師などをお願いしています。

弁護士会との連携
―　自治体の業務に弁護士を必要とする分野や場面は

どのようなものがあるでしょうか。

市政の政策実現及び課題解決のためには、法的なア
プローチが必要不可欠であり、法令・条例の解釈や違
法性に関する相談であったり、また、訴訟時の対応・
助言等をいただいており、特に契約案件や土地の問題
が多いものの、特定の分野というよりも、行政全般に
おいて必要としていると考えられます。
―　大阪弁護士会では、行政連携センターを発足し、行

政連携の「お品書き」を提供しています。このような
弁護士会の取組についてどのようにお感じになりま
すか。

今年度、大阪弁護士会のご協力のもと、講師として
弁護士の先生に依頼して、不当要求・行政対象暴力に
対する対応研修を実施しましたが、来年度以降も実施

する予定です。
近年、反社会勢力の活動は、巧妙化しており、行政
に対して不当な要求をする事例が後を絶ちません。ま
た、業務を遂行するうえで、不当要求・行政対象暴力
等に苦慮する事例もありますことから、本市におきま
しても、行政対象暴力・不当要求・行政クレーマー対
応の各種の取組を更に進めていくために、行政対象暴
力・不当要求等の対応に精通された弁護士の先生の知
見を本市の業務に生かしていきたいと考えています。
―　弁護士や、大阪弁護士会の自治体との連携の取組

について、期待することはありますか。

行政におけるどの分野におきましても、法的な視点
を持った取組が必要となる中で、様々な分野で経験や
知識が豊富な弁護士のご協力が必要となる場面もある
と思います。
内部に弁護士がおりましても、特に専門的な分野に

おいては外部の弁護士に協力を依頼する必要性は高く、
そのような場合に、こういった行政のニーズを汲んだ
弁護士会の取組は各自治体にとってありがたい取組だ
と思いますし、今後も行政と連携できる分野が広がっ
ていけば心強いと思います。
―　本日は、お忙しい中、ありがとうございました。

■自治体向け法的支援・弁護士採用等のお問合せ先
大阪弁護士会行政連携センター

電話　06-6364-1681
（大阪弁護士会委員会部司法課が対応いたします。）

▲左から、川村和久副会長、黒田実市長、村手香織弁護士（任期付職員）、森本宏委員長、余田博史副委員長
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